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○  宇 都 宮 市 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 
 

                                         平成８年３月２９日          

                                           規 則 第 ４ ５ 号         

                                                      改正 平成１０年１０月 １日規則第５１号 

                              平成１１年１２月１７日規則第６７号 

                              平成１３年 ４月 １日規則第２６号 

                              平成１４年 ４月３０日規則第４０号 

                              平成１６年１２月２７日規則第４７号 

                              平成１７年 ９月２７日規則第７９号 
                              平成１８年 ９月２９日規則第６８号 

                              平成２０年 ６月３０日規則第４２号 

                              平成２０年 ９月３０日規則第５１号 

                              平成２１年１２月２２日規則第３９号 

                              平成２１年１２月２２日規則第４０号 

平成２３年 ７月 １日規則第２８号 

 
 （ 趣旨 ） 
第 １ 条  この規則は，宇都宮市屋外広告物条例（平成７年条例第４９号。以下「条例」

という。）第２７条の規定に基づき，条例の施行について，必要な事項を定めるものと

する。 
 

（ 広告物景観形成地区基準 ） 

第 １ 条の２ 条例第３条の２第２項の規定による許可の基準は，別表第１に定めるも

のとする。 

 

（ 広告物景観形成地区基本方針等の告示 ） 
第 １ 条の３ 条例第３条の２第３項の規定による告示は，次に掲げる事項について行

うものとする。 
(1) 広告物景観形成地区の名称の案 
(2) 広告物景観形成地区の対象区域の案 
(3) 広告物景観形成地区基本方針及び広告物景観形成地区基準の案 
(4) 前３号に掲げる案の縦覧場所 

２ 前項の規定は，条例第３条の３第３項により準用される第３条の２第３項の規定に

よる告示について準用する。 
 
 （ 適用除外の基準 ） 
第 ２ 条  条例第４条第１項第４号の規定による広告物又は広告物を掲出する物件(以

下「掲出物件」という。）は，次のとおりとする。 
 (1) 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条の届出をした政治団体又は

学校等が行う営利を目的としない会合又は催物の開催を周知させるため，３０日以

内の期間表示し，又は設置する広告物又は掲出物件で，市長に届け出たもの 
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 (2) 公共的団体が公の目的をもって表示し，又は設置する広告物又は掲出物件で，市

長に届け出たもの 
 (3) 年中行事の開催のため表示し，又は設置する広告物又は掲出物件 
２ 条例第４条第２項の基準は，表示面積０．５平方メートル以内であって，表示面積

は１面とする。 
３ 条例第４条第３項第１号の基準は，表示面積１５平方メートル以内の広告物又は掲

出物件で，特定商品名を誇張して表示しないものとする。 
４ 条例第４条第３項第３号の基準は，表示面積０．５平方メートル以内の広告物又は

掲出物件で，その表示の方法が特殊装置によらないものであって，地表からの高さは  

１．５メートル以下のものとする。 
５ 条例第４条第３項第６号の基準は，次のとおりとする。 

(1) 人又は動物に表示する場合にあっては，表示面積０．５平方メートル以内である

こと。 

 (2) 車両又は船舶等に表示する場合にあっては，１件につき縦０．５メートル以下，

横１メートル以下であって，一の車両又は船舶等につき３件以内であること。ただ

し，自己の所有する車両又は船舶等に自己の名称等を表示する場合及び広告車に表

示する場合にあっては，この限りでない。 
６ 条例第４条第５項第１号の基準は，次のとおりとする。 
 (1) 煙突に表示する場合にあっては，１面の表示面積が３０平方メートル以内であっ

て，表示面が２面以内であること。 

 (2) 前号に掲げる以外の場合にあっては，１面の表示面積が５平方メートル以内あっ

て，表示面が２面以内であること。 

 

 （ 適用除外の規格 ） 

第 ３ 条  条例第５条第１項の規格は，次のとおりとする。 
 (1) 第６条第１項第１号及び第２号の規定に適合するものであること。 
 (2) 表示面は，平面であって，広告物を掲出する者１人につき２面（背中合わせのも

のに限る。）以内であること。 

(3) 表示面積は，１面につき０．５平方メートル以内（縦横それぞれ１．５メートル

以下）であること。 

 (4) 高さは，２メートル以下であること。ただし，複数の者により共同で架設する場

合の高さは，３メートル以下であること。 

 (5) 材料は，木であること。 

 (6) 色彩は焼板地で，文字等は発光塗料を使用しないものであること。 

 (7) 照明装置を使用する場合は，白色光で間接照明の方法によるものとし，点滅装置

又は電光飾を使用しないものであること。 

 

 （ 適用除外の特例 ） 

第 ４ 条  条例第４条第３項各号（第２号を除く。）又は第５項に掲げる広告物とこれ

らに該当しない商業広告物とを併せて使用したときは，条例第５条の規定は適用しな

い。 
 

 （ 変更等の許可を要しない場合 ） 
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第 ５ 条  条例第９条第１項の許可を要しない場合は，次のとおりとする。 

 (1) 常設興行場その他これに類する施設において，一定の場所を定めて設置した掲出

物件に掲出した広告物を変更するとき。 

 (2) 広告物及び掲出物件の補強若しくは補修又は表示内容を変更しない塗装   

を行うとき。 

 

 （ 許可の基準 ） 

第 ６ 条  条例第４条第３項第２号の広告物又は掲出物件に係る条例第１０条第１項

の規定による許可の基準は，次のとおりとする。 

 (1) 自己の住所，事業所，営業所若しくは作業場（以下「自己の営業所等」という。）

が，沿線に広告物を表示し，又は掲出物件を設置しようとする道路から相当の距離

を有している場合又は自己の営業所等が並木の後方にあるために道路から見えに

くい場合であって，自己の営業所等の所在を表示することが事業遂行上不可欠であ

ると認められるものであること。 

 (2) 広告物を掲出する者１人につき１基であること。ただし，複数の者により共同で

架設する場合を妨げない。 

 (3) 材料は，青銅，木又は擬木であること。 

 (4) 色彩は，青銅製にあっては着色しないものであり，木製又は擬木にあっては焼板

地又はこげ茶地であって，文字等には白色を使用し，発光塗料を使用しないもので

あること。 

 (5) 高さは，２メートル以下であること。ただし，共同で架設する場合の高さは，３

メートル以下であること。 

 (6) 表示面は，平面であり，広告物を掲出する者１人につき２面（背中合わせのもの

に限る。）以内であること。 

 (7) 規格は，広告物を掲出する者１人あたり１面につき縦０．５メートル以下で横１

メートル以下であること。ただし，並木の後方に設置する場合の表示面積は，１面

につき０．５平方メートルに道路から広告物までの距離１メートルにつき０．２平

方メートルを加算した面積で，１．５平方メートル以内であること。 

 (8) 照明装置を使用する場合は，間接照明の方法によるものとし，点滅装置を使用し

ないものであること。 

２ 条例第４条第４項第１号の広告物又は掲出物件に係る条例第１０条第１項の規定に

よる許可の基準は，広告物の面積については次のとおりとする。 

 (1) 栃木県立自然公園内に表示される広告物又は掲出物件については，表示面積２０

平方メートル以内であること。 

(2) 前号以外の地域に表示される広告物又は掲出物件については，表示面積３０平方

メートル以内であること。 

３ 前２項及び第３条に定めるもの並びに広告物景観形成地区基準及び広告物活用地区

基準のほか，条例第１０条の許可の基準は，別表第２に掲げる地域の区分に従い，別

表第３に定めるものとする。 
 

 （ 遵守事項 ） 

第 ７ 条  広告物又は掲出物件の表示又は設置について許可を受けた者は，次に掲げる

事項を遵守しなければならない。 
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 (1) はり紙を表示する場合は，許可を受けたはり紙を同一物件に連続して表示しない

こととし，はり紙のみを掲出する目的で設置された物件に表示する場合を除き，直

接のり付けせず，容易に除却しうる方法で表示すること。 

 (2) はり札又は立看板を表示し，又は設置する場合は，許可を受けたはり札又は立看

板を同一物件に連続して表示し，又は設置しないこと。 

 (3) 電柱等に袖看板を設置する場合は，同一物件につき１個の袖看板のみを設置する

こと。 

 (4) アドバルーンにより広告物を表示する場合は，次に掲げるところによる。 

  ア 広告物を表示する布片は，添架装置の主綱に固着させること。 

  イ 常時監視員を置き，危害防止のため監視させること。 

  ウ 風速５メートル以上の強風の時は，アドバルーンを掲揚しないこと。 

 

 （ 許可の申請等 ） 

第 ８ 条  条例第２条，第４条第３項第２号若しくは第４項，第５条第２項，第８条第

３項又は第９条第１項の許可を受けようとする者は，許可申請書を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の場合において，広告物を表示し，又は掲出物件を設置しようとする場所又は

物件が他人の所有又は管理に属するときは，その者の承諾書又は許可書を許可申請書

に添付しなければならない。 

３ 市長は，条例に基づく許可をしたときは，許可書及び許可の証票を申請者に交付す

る。ただし，はり紙等の広告物については，許可の証票に代え，許可印を押印するも

のとする。 

４ 前項の許可の証票又は許可印は，別表第４に定めるものとする。 

 

 （ 証票の表示 ） 

第 ９ 条  前条第３項の証票は，許可を受けた広告物又は掲出物件の見やすいところに

表示しなければならない。 

 

 （ 除却届 ） 

第 １０ 条  条例第１４条第２項の規定による広告物又は掲出物件の除却の届出は，除

却届出書によるものとする。 

 

 （ 公示の方法 ） 

第 １１ 条 条例第１５条の３第１項第１号の規定による掲示の場所は，市役所前掲示

場とする。 

２ 条例第１５条の３第２項の規定による保管物件一覧簿を備え付ける場所は，都市開

発部都市計画課とする。 

 

 （ 身分証明書 ） 

第 １２ 条  条例第２１条第３項の証明書は，宇都宮市職員の身分を示す証票に関する

規則（昭和４７年規則第５９号）の定めるところによる。 

 

（ 管理者の設置を要しない広告物等 ） 
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第 １２ 条の２ 条例第１５条の８第１項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件

は，次のとおりとする。 
(1) はり紙 
(2) はり札 
(3) 立看板等 
(4) 広告旗 
(5) 自動車に表示される広告物 

 

 （ 管理者等の届出 ） 

第 １３ 条  条例第１６条第１項又は第２項第１号若しくは第３号の規定による管理

者の届出は，管理者等の設置（変更）届出書によるものとする。 

２ 条例第１６条第２項第２号の規定による滅失の届出は，滅失届出書によるものとす

る。 

 

 （ 登録の更新の申請期限 ） 
第 １４ 条  屋外広告業者は，条例第１７条第３項の規定による更新の登録を受けよう

とするときは，その者が現に受けている登録の有効期間満了日の３０日前までに当該

登録の更新を申請しなければならない。 
 

 （ 登録申請書の様式 ） 
第 １４ 条の２  条例第１７条の２第１項の規定による申請は，屋外広告業登録申請書

によるものとする。 
 
 （ 登録申請書の添付書類 ） 
第 １４ 条の３  条例第１７条の２第２項の規則で定める書類は，次に掲げるものとす

る。 
(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）が法人で

ある場合にあってはその役員（業務を執行する役員，取締役，執行役又はこれらに

準ずる者をいう。以下同じ。），屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しな

い未成年者である場合にはあってはその法定代理人が条例第１７条の４第１項各号

に該当しない者であることを誓約する書面 

(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第１９条第１項各号に掲げる要件のい

ずれかに適合する者であることを証する書面 

(3) 登録申請者（法人である場合にあってはその役員を，屋外広告業に関し成年者と

同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。）

の略歴を記載した書面 

 (4) 登録申請者が法人である場合にあっては，登記事項証明書 

 (5) 次に掲げる者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 

  ア 登録申請者が個人である場合にあっては，当該登録申請者（屋外広告業に関し

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては，その法定代

理人を含む。） 

  イ 登録申請者が法人である場合にあっては，その役員(当該役員が屋外広告業に関

し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては，当該役員
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及びその法定代理人） 

  ウ 登録申請者が選任した業務主任者 

 

 （ 変更の届出 ） 

第 １４ 条の４  条例第１７条の５第１項の規定により変更の届出をする場合におい

て，当該変更が次に掲げるものであるときは，当該各号に掲げる書面を屋外広告業登

録事項変更届出書に添付しなければならない。 

 (1) 条例第１７条の２第１項第１号に掲げる事項の変更 届出者が個人である場合

にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面，法人である場合にあっては登記事

項証明書 

 (2) 条例第１７条の２第１項第２号に掲げる事項の変更（商業登記の変更を必要とす

る場合に限る。） 登記事項証明書 

 (3) 条例第１７条の２第１項第３号に掲げる事項の変更 登記事項証明書，役員（当

該役員が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合

にあっては，当該役員及びその法定代理人）の住民票の抄本又はこれに代わる書面

並びに前条第１号及び第３号の書面 

 (4) 条例第１７条の２第１項第４号に掲げる事項の変更 法定代理人の住民票の抄

本又はこれに代わる書面並びに前条第１号及び第３号の書面 

 (5) 条例第１７条の２第１項第５号に掲げる事項の変更 業務主任者の住民票の抄

本又はこれに代わる書面及び前条第２号の書面 

 

 （ 廃業の届出 ） 

第 １４ 条の５  条例第１７条の７の規定による廃業等の届出は，屋外広告業廃業等届

出書によるものとする。 
 

 （ 講習会開催の告示 ） 

第 １５ 条  市長は，条例第１８条に規定する講習会（以下「講習会」という。）を開

催しようとするときは，開催日時，場所その他講習会の開催について必要な事項をあ

らかじめ告示しなければならない。 

 

 （ 講習会の課程 ） 

第 １６ 条  講習会には，次の各号に関する課程を置くものとする。 

 (1) 屋外広告物法令 

 (2) 屋外広告物の表示の方法 

 (3) 屋外広告物の施工 

２ 次の各号のいずれかに該当する者については，前項第３号に規定する課程を免除す

る。この場合において免除を受けようとするものは，次条に規定する講習会受講申請

書に，次の各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写しを添付

しなければならない。 

 (1) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項に規定する建築士の資格を

有する者 

 (2) 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第３条に規定する電気工事士の資格

を有する者 
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 (3) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４４条第１項に規定する第１種電気

主任技術者，第２種電気主任技術者又は第３種電気主任技術者の免状の交付を受け

ている者 

 (4) 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号。以下「促進法」という。 ）第

２０条に規定する公共職業訓練又は同法第２４条第３項に規定する認定職業訓練

の課程（帆布製品製造科に係るものに限る。）を修了した者 

 (5) 促進法第２８条第２項に規定する職業訓練指導員の免許（帆布製品科に係るもの

に限る。）を有する者 

 (6) 促進法第４４条第２項に規定する技能検定（帆布製品製造に係るものに限る。）

に合格した者 

 (7) 職業能力開発促進法の一部を改正する法律（平成４年法律第６７号）による改正

前の促進法第８条第１項に規定する養成訓練又は同条第３号に規定する能力再開

発訓練の課程（帆布製品製造科に係るものに限る。）を修了した者 

 

 （ 講習会の受講等 ） 

第 １７ 条  講習会を受けようとする者は，受講申請書を市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は，講習会の課程を修了した者に対し，講習会修了証明書を交付する。 

 

 （ 業務主任者の認定手続 ） 
第 １８ 条  条例第１９条第１項第５号の認定を受けようとする者は，業務主任者認定

申請書を市長に提出しなければならない。 
２ 前項の認定の基準は次のとおりとする。 
 (1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置業務の責任者として通算５年

以上の実務経験を有していること。 

 (2) 過去５年以上屋外広告物に関する法令に違反した事実がないこと。 

３ 市長は，第１項の申請について認定したときは，業務主任者認定書を申請者に交付

する。 

 

 （ 標識の掲示 ） 
第 １８ 条の２  条例第１９条の２に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項と

する。 
 (1) 法人である場合にあっては，その代表者の氏名 

 (2) 登録年月日 

 (3) 業務主任者の氏名 

２ 条例第１９条の２の規定により屋外広告業者が掲げる標識は，屋外広告業者登録票

とする。 
 
 （ 帳簿の記載事項等 ） 
第 １８ 条の３  条例第１９条の３の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事

項は，次に掲げる事項とする。 
 (1) 注文者の氏名又は名称及び住所 

 (2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 
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 (3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 

 (4) 当該表示又は設置の年月日 

 (5) 請負金額 

２ 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク，シ

ー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）に記録され，必要に応じ屋外広告

業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるとき

は，当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。 

３ 第１項の帳簿（前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク

等を含む。）は，広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。 
４ 屋外広告業者は，第１項の帳簿（第２項の規定による記録が行われた同項のファイ

ル又は磁気ディスク等を含む。）を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし，閉鎖

後５年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 

 
 （ 監督処分簿の登載事項 ） 
第 １８ 条の４  条例第２０条の３第２項の規定する規則で定める事項は，次に掲げる

事項とする。 
 (1) 条例第１７条の３第１項各号に掲げる事項 

 (2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項 

 

 （ 様式 ） 

第 １９ 条 条例及びこの規則に規定する申請書等の様式は，別に定める。 

 

 （ 補則 ） 

第 ２０ 条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行について必要な事項は，別

に定める。 

 

 

  附 則 

 

 （ 施行期日 ） 

１ この規則は，平成８年４月１日から施行する 。 

 （ 宇都宮市屋外広告物審議会規則の廃止 ） 

２ 宇都宮市屋外広告物審議会規則（ 平成７年規則第２６号 ）は，廃止する。 

 

 

  附 則 （ 平成１０年１０月１日規則第５１号 ） 

 

 （ 施行期日 ） 

１ この規則は，平成１０年１２月１日から施行する 。 

 （ 経過措置 ） 

２ 改正後の宇都宮市屋外広告物条例施行規則の規定は，この規則の施行の日以後に許

可の申請をする屋外広告物から適用し，同日前に許可の申請をした屋外広告物につい
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ては，なお従前の例による。 

 

 

  附 則 （ 平成１３年４月１日規則第２６号 ） 

 

 （ 施行期日 ） 

１ この規則は，公布の日から施行する 。 

 

 

  附 則 （平成１４年４月３０日規則第４０号） 

 

 （ 施行期日 ） 

１ この規則は，平成１４年５月１日から施行する。 

 

 

  附 則 （平成１６年１２月２７日規則第４７号） 

 

 （ 施行期日 ） 

１ この規則は，平成１７年１月１日から施行する。 

 

 

  附 則 （平成１７年９月２７日規則第７９号） 

 

 （ 施行期日 ） 

１ この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

 

附 則 （平成１８年９月２９日規則第６８号） 

 

 （ 施行期日 ） 

１ この規則は，平成１８年１０月１日から施行する。 

 

 

附 則 （平成２０年６月３０日規則第４２号） 

 
 （ 施行期日 ） 

１ この規則は，平成２０年７月１日から施行する。 
 

 

附 則 （平成２０年９月３０日規則第５１号） 

 
 （ 施行期日 ） 

１ この規則は，平成２０年１０月１日から施行する。 
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附 則 （平成２１年１２月２２日規則第３９号） 

 
 （ 施行期日 ） 

１ この規則は，平成２２年１月１日から施行する。 
 

附 則 （平成２１年１２月２２日規則第４０号） 

 
 （ 施行期日 ） 

１ この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 
 

附 則 （平成２３年７月１日規則第２８号） 
 
（施行期日） 

１ この規則は，平成２３年７月２日から施行する。 
 

別表第１（第１条の２関係） 
 ⑴ 宇都宮駅東口地区 

種類 
区分 

基準 
北部ゾーン 中央ゾーン 南部ゾーン 東部ゾーン 

屋上広告物  表示してはならない。 単色の箱文字又は切

り文字を使用する場

合に限り表示するこ

とができる。ただし，

良好な景観形成を図

る上で支障がないも

のと特に認める場合

は，この限りでない。

高さ 地上から上端までが６メートル以下。ただし，複数の営

業所等を集約し，共同で設置する広告物については，地

上から上端までが１０メートル以下 

独立広告物 

表示面積 敷地内の合計は，２０平方メートル以内 
意匠 箱文字又は切り文字を使用する等により，壁面との調和

に配慮された意匠とすること。 
表示面積 利用し，又は表示する壁面（開口部を含む。以下同じ。）

の面積（建築物の３階の床の高さまでの部分に限る。）

の３分の１以内 

壁面広告物 

位置 建築物の３階の床の高さを超える部分には表示しないこ

と。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，こ

の限りでない。 
 ⑴ 表示面積の合計が，利用し，又は表示する壁面の

面積の１０分の１以内である場合 
 ⑵ 建築物又は事業所の名称又は社章のみの表示をす

る場合 
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種類 
区分 

基準 
北部ゾーン 中央ゾーン 南部ゾーン 東部ゾーン 

高さ 上端の高さは，建築物の軒の高さ以下 突出広告物

（袖看板） 出幅 建築壁面から１．５メートル以内。

ただし，道路へ突き出すことはで

きない。 

建築壁面から１．５

メートル以内。ただ

し，道路へ突き出す

場合は，道路上の出

幅１メートル以内 
上記以外の

広告物 
 別表第２に規定する第３種許可地域の基準を準用する。 

種別 自家用広告物であること。ただし，東部ゾーンにおいて，

良好な景観形成を図る上で支障がないものと特に認めら

れる場合は，この限りでない。 
意匠 建築物等及び周囲の街並みの景観と不調和でないこと。 
色彩 表示面の下地の色は，次に掲げる日本工業規格のＺ８７

２１に定める三属性による色の表示方法に規定する色相

（以下「色相」という。）の区分に応じ，それぞれ次に

定める同規格に規定する彩度（以下「彩度」という。）

とすること。ただし，広告物の地の面積の３分の１以内

で着色させる部分の色彩については，この限りでない。 
 ア Ｒ，ＹＲ又はＹの場合 彩度８以下 
 イ Ｇ，ＧＹ，Ｐ，ＰＢ又はＲＰの場合 彩度６以下 
 ウ Ｂ又はＢＧの場合 彩度４以下 

位置 歩行者の視点からの眺望又は見通しに配慮した表示位置

とすること。 
窓面広告 ２階以下の部分を除き，窓面には表示しないこと。 

上記広告物

に関する共

通事項 
 

照明等 広告物の照明は，必要最小限の光量とし，点滅照明，動

光及び映像装置を使用しないこと。 
 
 

⑵ 中里原地区 

種類 
区分 

基準 
住宅地ゾーン 沿道サービスゾーン 

屋上広告物  表示してはならない。 高さ３メートル以下で，か

つ，表示面積４０平方メー

トル以内 
基数 敷地内の表示基数は，２基

以下 
敷地内の表示基数は，必要

最小限とすること。 
高さ 地上から上端までが６メー

トル以下 
地上から上端までが１０メ

ートル以下 

独立広告物 

表示面積 敷地内の合計は，１０平方

メートル以内 
敷地内の合計は，２０平方

メートル以内 
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種類 
区分 

基準 
住宅地ゾーン 沿道サービスゾーン 

壁面広告物 表示面積 利用し，又は表示する壁面

（開口部を含む。以下同

じ。）の面積の１０分の１

以内で，かつ，表示面積の

合計が，１０平方メートル

以内 

利用し，又は表示する壁面

（開口部を含む。以下同

じ。）の面積の１０分の１

以内で，かつ，表示面積の

合計が，２０平方メートル

以内 
上記以外の

広告物 
 別表第２に規定する第２種許可地域の基準を準用する。 

種別 自家用広告物であること。 
意匠 建築物等及び周囲の街並みの景観と不調和でないこと。 
色彩 表示面の下地の色は，次に掲げる色相の区分に応じ，それ

ぞれ次に定める彩度とすること。ただし，広告物の地の面

積の３分の１以内で着色させる部分の色彩については，こ

の限りでない。 
 ア Ｒ，ＹＲ又はＹの場合 彩度８以下 
 イ Ｇ，ＧＹ，Ｐ，ＰＢ又はＲＰの場合 彩度６以下 
 ウ Ｂ又はＢＧの場合 彩度４以下 

総表示面積 敷地内の表示面積の合計

は，２０平方メートル以内 
 

位置 道路上に張り出さないこと。 

上記広告物

に関する共

通事項 

照明等 広告物の照明は，派手な電飾，点滅照明，動光及び映像装

置を使用しないこと。 
 
 

⑶ 大通り池上町地区 

種類 
   区分 

基準 
全域 

屋上広告物  表示してはならない。ただし，次の各号のいずれにも該

当する場合は，この限りでない。 
 ⑴ 表示内容が文字又は記号で，かつ，地色が白又は

建築物と調和する色彩で単色である場合 
⑵ 高さ，表示面積及び位置が第３種許可地域の基準

を満たす場合 

表示内容 文字又は記号 

意匠 箱文字又は切文字。ただし，地色が白又は建築物と調和

する色彩で単色である場合については，この限りでない。

表示面積 別表第２に規定する第３種許可地域の基準を準用する。

壁面広告物 
（２階以下の

部分を除く。） 

位置 別表第２に規定する第３種許可地域の基準を準用する。
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種類 
   区分 

基準 
全域 

突出広告物 
（袖看板） 

 ２階以下の部分を除き，掲出してはならない。ただし，

次の各号のいずれにも該当する場合は，この限りでない。

⑴ 表示内容が文字又は記号で，かつ，地色が白又は

建築物と調和する色彩で単色である場合 
⑵ 高さ，表示面積及び出幅が第３種許可地域の基準

を満たす場合 

上記以外の広

告物 
 別表第２に規定する第３種許可地域の基準を準用する。

色彩 ⑴ 表示面の下地の色は，次に掲げる色相の区分に 
応じ，それぞれ次に定める彩度とすること。 

 ア Ｒ，ＹＲ又はＹの場合 彩度８以下 
 イ Ｇ，ＧＹ，Ｐ，ＰＢ又はＲＰの場合 彩度 
  ６以下 
 ウ Ｂ又はＢＧの場合 彩度４以下 
⑵ 表示面の下地以外の色は，過度に多くの色を使用 

しないこと。 

上記広告物に

関する共通事

項（２階以下

の 部 分 を 除

く。） 

照明等 過度に点滅する照明を使用しないこと。 
 
 備考 表示する広告物が自家用広告物であって，敷地内の表示面積の合計が５平方メート

ル以内である場合には，この表の基準は適用しない。 
 
 
別表第２（第６条関係） 

区分 該当地域等 
第１種許可地域 １ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第１項の

規定により定められた市街化調整区域（沿道区域を除く。） 

２ 都市計画法第７条第１項の規定による区域区分が定められ

ていない都市計画区域（沿道区域及び都市計画法第８条第１

項に規定する用途地域を除く。） 

沿道型許可地域 沿道区域（都市計画法第８条第１項の規定により定められた

用途地域を除く。） 

第２種許可地域  都市計画法第８条第１項の規定により定められた用途地域

（第３種許可地域を除く。） 

第３種許可地域  都市計画法第８条第１項の規定により近隣商業地域，商業地

域，準工業地域，工業地域及び工業専用地域に指定された地域 

備考 この表において「沿道区域」とは，道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３

条に規定する一般国道及び鉄道の両側からそれぞれ５０メートル以内にある区域を

いう。 
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別表第３（第６条関係） 
⑴ 広告板等 

種類 
区分 

基準 

第１種許可 

地域 

沿道型許可 

地域 

第２種許可 

地域 

第３種許可 

地域 

高さ 

地上から上端

までが３メー

トル以下 

地上から上端までが６メートル以下 

表示面積 
１０平方メー

トル以内 

２０平方メートル以内 ３０平方メー

トル以内 

道路から

の後退距

離 

１メートル以上。ただし，家屋が３０戸以上連続

して存在する地域（以下「家屋連続地域」という。） 

及び停車場の周囲１００メートルの範囲にあって

は，この限りでない。 

後退距離は，な

し。ただし，道

路へ突き出さ

ないこと。 

野 

立 

広 

告 

板 

広告物相

互間の距

離 

⑴ 道路の沿線 ３０メートル以上 

⑵ 鉄道の沿線 １００メートル以上 

ただし，前２号において，家屋連続地域及び停

車場の周囲１００メートルの範囲にあっては，こ

の限りでない。 

 

高さ 
建築物の高さの３分の１以下で，

最高３メートル 

建築物の高さの２分の１以下で，

最高６メートル 

表示面積 

１面につき，

２０平方メー

トル以内で，か

つ，合計４０平

方メートル以

内 

１面につき，

３０平方メー

トル以内で，か

つ，合計６０平

方メートル以

内 

１面につき， 

４０平方メー

トル以内で，か

つ，合計８０平

方メートル以

内 

１面につき，

５０平方メー

トル以内で，か

つ，合計１００

平方メートル

以内 

屋 

上 

広 

告 

板 
位置 建築物の外壁の垂直面を超えて突き出さないこと。 

高さ 

地上から上端

までが６メー

トル以下 

地上から上端

までが１０メ

ートル以下 

地上から上端までが１５メート

ル以下 

敷
地
内
広
告
板 

表示面積 

１面につき，

１０平方メー

トル以内で，か

つ，合計２０平

方メートル以

内 

１面につき，

２０平方メー

トル以内で，か

つ，合計４０平

方メートル以

内 

１面につき， 

３０平方メー

トル以内で，か

つ，合計６０平

方メートル以

内 

１面につき，

４０平方メー

トル以内で，か

つ，合計８０平

方メートル以

内 

表示面積 

利用し，又は表

示する壁面の

面積の３分の

１以内で，か

つ， 

２０平方メー

トル以内 

利用し，又は表

示する壁面の

面積の３分の

１以内で，か

つ，３０平方メ

ートル以内 

利用し，又は表

示する壁面の

面積の３分の

１以内で，か

つ，４０平方メ

ートル以内 

利用し，又は表

示する壁面の

面積の３分の

１以内で，か

つ，５０平方メ

ートル以内 

壁
面
広
告
物 

位置 窓又は開口部をふさがないこと。 
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種類 
区分 

基準 

第１種許可 

地域 

沿道型許可 

地域 

第２種許可 

地域 

第３種許可 

地域 

高さ 

 道路へ突き出す場合は，地上から

下端までが，歩道上にあっては

２．５メートル以上，それ以外に

あっては４．５メートル以上 

表示面積 

１面につき，５平方メートル以内

で，かつ，合計１０平方メートル

以内 

１面につき，１０平方メートル以

内で，かつ，合計２０平方メート

ル以内 

袖 
 

看 
 

板 

出幅 

建築壁面から２メートル以内。た

だし，道路へ突き出すことはでき

ない。 

建築壁面から２メートル以内。た

だし，道路へ突き出す場合は，道

路上の出幅１メートル以内 

色彩 

⑴ 表示面の下地の色は，次に掲

げる色相の区分に応じ，それぞ

れ次に定める彩度とすること。

ただし，広告物の地の面積の３

分の１以内で着色される部分

の色彩については，この限りで

ない。 

ア Ｒ,ＹＲ又はＹの場合 

彩度１０以下 

イ Ｇ,ＧＹ,Ｐ,ＰＢ又はＲＰ

の場合 彩度８以下 

ウ Ｂ又はＢＧの場合 彩度

６以下 

⑵ 発光，蛍光若しくは反射を有

し，交通安全の妨げとなるおそ

れのあるものは，使用しないこ

と。 

⑴ 表示面の色彩が，建築物等及

び周囲の街並みの景観と不調

和でないこと。 

⑵ 発光，蛍光若しくは反射を有

し，交通安全の妨げとなるおそ

れのあるものは，使用しないこ

と。 

上
記
広
告
物
に
関
す
る
共
通
事
項 

特殊装置 
点滅照明，動光，映像装置を使用

しないこと。 

 

 
 

⑵ 広告塔 

種類 
区分 

基準 

第１種許可 

地域 

沿道型許可 

地域 

第２種許可 

地域 

第３種許可 

地域 

高さ 
地上から上端までが６メートル

以下 

地上から上端までが１０メート

ル以下 

表示面積 

１面につき，

１０平方メー

トル以内で，か

つ，合計４０平

方メートル以

内 

１面につき，２０平方メートル以

内で，かつ，合計８０平方メート

ル以内 

１面につき，

３０平方メー

トル以内で，か

つ，合計１２０

平方メートル

以内 

野 

立 

広 

告 

塔 道路から

の後退距

離 

広告物の高さ以上。ただし，家屋連続地域及び停

車場の周囲１００メートルの範囲にあっては，こ

の限りでない。 

後退距離は，な

し。ただし，道

路へ突き出さ

ないこと。 
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種類 
区分 

基準 

第１種許可 

地域 

沿道型許可 

地域 

第２種許可 

地域 

第３種許可 

地域 

野
立
広
告
塔 

広告物相

互間の距

離 

⑴ 道路の沿線 ３０メートル以上 

⑵ 鉄道の沿線 １００メートル以上 

ただし，前２号において，家屋連続地域及び停

車場の周囲１００メートルの範囲にあっては，こ

の限りでない。 

 

高さ 

建築物の高さ

の３分の１以

下で，かつ，最

高３メートル 

建築物の高さ

の３分の１以

下で，かつ，最

高６メートル 

建築物の高さ

の２分の１以

下で，かつ， 

最高１０メー

トル 

建築物の高さ

の３分の２以

下で，かつ，

最高１０メー

トル 

表示面積 

１面につき，

２０平方メー

トル以内で，か

つ，合計８０平

方メートル以

内 

１面につき，

３０平方メー

トル以内で，か

つ，合計１２０

平方メートル

以内 

１面につき， 

４０平方メー

トル以内で，か

つ，合計１６０

平方メートル

以内 

１面につき，

５０平方メー

トル以内で，か

つ，合計２００

平方メートル

以内 

屋 

上 

広 

告 

塔 

位置 建築物の外壁の垂直面を超えて突き出さないこと。 

高さ 

地上から上端

までが６メー

トル以下 

地上から上端

までが１０メ

ートル以下 

地上から上端までが１５メート

ル以下 

敷
地
内
広
告
塔 

表示面積 

１面につき，

１０平方メー

トル以内で，か

つ，合計４０平

方メートル以

内 

１面につき，

２０平方メー

トル以内で，か

つ，合計８０平

方メートル以

内 

１面につき， 

３０平方メー

トル以内で，か

つ，合計１２０

平方メートル

以内 

１面につき，

４０平方メー

トル以内で，か

つ，合計１６０

平方メートル

以内 

色彩 

⑴ 表示面の下地の色は，次に掲

げる色相の区分に応じ，それぞ

れ次に定める彩度とすること。

ただし，広告物の地の面積の３

分の１以内で着色される部分

の色彩については，この限りで

ない。 

ア Ｒ,ＹＲ又はＹの場合 

彩度１０以下 

イ Ｇ,ＧＹ,Ｐ,ＰＢ又はＲＰ

の場合 彩度８以下 

ウ Ｂ又はＢＧの場合 彩度

６以下 

⑵ 発光，蛍光若しくは反射を有

し，交通安全の妨げとなるおそ

れのあるものは，使用しないこ

と。 

⑴ 表示面の色彩が，建築物等及

び周囲の街並みの景観と不調

和でないこと。 

⑵ 発光，蛍光若しくは反射を有

し，交通安全の妨げとなるおそ

れのあるものは，使用しないこ

と。 

上
記
広
告
物
に
関
す
る
共
通
事
項 

特殊装置 
点滅照明，動光，映像装置を使用

しないこと。 
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⑶ 電柱，街灯柱等広告 

種類 
区分

基準 

第１種許可 

地域 

沿道型許可 

地域 

第２種許可 

地域 

第３種許可 

地域 

高さ 
地上から下端までの高さが１．２メートル以上で，地上から上

端までの高さが３．２メートル以下 広
告 

巻
付 

表示面積 １平方メートル以内 

高さ 

道路へ突き出す場合は，地上から下端までが，歩道上にあって

は２．５メートル以上，それ以外にあっては４．５メートル以

上 
袖
看
板 

規格 縦１．２メートル以下で，横０．５メートル以下 

 
 
⑷ 広告幕 

種類 
区分

基準 

第１種許可 

地域 

沿道型許可 

地域 

第２種許可 

地域 

第３種許可 

地域 

長さ １５メートル以下 垂
れ
下
げ

幕 

幅 １．４メートル以下 

高さ 
地上から下端までが，歩道上にあっては２．５メートル以上，

それ以外にあっては４．５メートル以上 横 

断 

幕 

設置場所

⑴ 道路を横断して表示する場合は，その場所が交通の幹線道

路以外の盛り場その他これに類する場所であること。 

⑵ 前号以外の場合は，当該横断幕の公益性から適当と認めら

れる場所であること。 

 
 
⑸ アドバルーン等 

種類 
区分

基準 

第１種許可 

地域 

沿道型許可 

地域 

第２種許可 

地域 

第３種許可 

地域 

規格 

⑴ 気球の直径にあっては３メートル以下，添架装置の網にあ

っては長さ１５メートル以下で，かつ，幅１．５メートル以

下，地上から気球までの長さにあっては４５メートル以下 

⑵ 表示する広告物は，布製とすること。 

ア
ド
バ
ル
ー
ン 表示期間 １月以内 

高さ 
地上から下端までが，歩道上にあっては２．５メートル以上，

それ以外にあっては４．５メートル以上 
ア
ー
チ 設置場所

⑴ 道路を横断して表示する場合は，その場所が交通の幹線道

路以外の盛り場その他これに類する場所であること。 

⑵ 前号以外の場合は，当該アーチの公益性から適当と認めら

れる場所であること。 

高さ 地上から下端までが４．５メートル以上 ポ
ー
ル 

サ
イ
ン 規格 縦，横それぞれ２メートル以下 
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種類 
区分

基準 

第１種許可 

地域 

沿道型許可 

地域 

第２種許可 

地域 

第３種許可 

地域 

表示面積 １平方メートル以内 は
り
紙 表示期間 １月以内 

表示面積 ０．２平方メートル以内 は
り
札 表示期間 １月以内 

表示面積 １平方メートル以内 

表示期間 １月以内 
・
広
告
旗 

立
看
板
等 設置方法

⑴ 建築物又は堅固な工作物（十分な根入を持つ枕等を含む。）

に，移動又は損壊しないように確実に取り付けること。 

⑵ 道路内に突出して設置及び掲出しないこと。 

高さ 地上から下端までが２．５メートル以上 添
架
広
告
物 

ア
ー
ケ
ー
ド
の 

規格 
⑴ 縦０．５メートル以下で，横１．５メートル以下 

⑵ 原則として同一商店街で規格が統一されていること。 

規格 

⑴ 旅客自動車運送事業の用に供する自動車 

ア 左右側面部 縦１．２メートル以下で，横４メートル以下

イ 後部 縦横それぞれ１メートル以下 

⑵ 前号以外の自動車 

ア 左右側面部 ５平方メートル以内 

イ 後部 １平方メートル以内 

⑶ 前２号の規定にかかわらず，市長が特別に認める路線バス

にあっては，次のとおりとすること。 

ア 表示位置は，前面以外の外面とすること。 

イ 車体の窓及びドア等のガラス部分については，表示しない

こと。 

ウ 広告物の色彩及び意匠は，都市の景観と調和のとれたもの

とすること。 

数量 左右側面部及び後部に各１件 

道
路
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車 

表示方法 

⑴ 交通の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。 

⑵ 発光，蛍光又は反射する効果を有するものでないこと。 

⑶ 照明装置，映像装置その他これらに類する装置を使用しな

いこと。 

規格 縦０．５メートル以下で，横１．４メートル以下 

数量 左右側面部に各 1 件 

自
動
車
に
表
示
さ
れ
る
広
告
物 

上
記
以
外
の
自
動
車 

表示方法 

⑴ 交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置である

こと。 

⑵ 発光，蛍光又は反射する効果を有するものでないこと。 
⑶ 照明装置，映像装置その他これらに類する装置を使用しな

いこと。 
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別表第４（第８条関係） 
 

１ 許可の証票 
 

２ 許可印 
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